
 

令和元年（２０１９年）５月２３日 

滋賀県大津市における園児死傷事故を踏まえた対応について  

  
 

2019年 5 月 8日に発生した、滋賀県大津市の人身事故を踏まえ、幹線道路を中心に、 

交通量が多く歩道がある交差点を対象に、道路の安全点検を行います。 

 

 

 

【点検対象】 本市が管理する国県市道の幹線道路のうち、1日の交通量が概ね 1万台 

以上で、歩道がある信号交差点を対象とする。 

 

【点検期間】 令和元年６月３日（月）～６月２８日（金） 

 

【実施主体】 各土木センター 

 

【点検手法】 道路パトロール業者が行う日常点検に加え、点検対象となる交差点に対し、 

車上からの目視による現況把握を行う。 

点検実施後は各センターにて集計、対策の必要性や可否等の検討を行う。 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

          

【お問い合わせ先】 

道路整備課 
電話：０９６－３２８－２４８４ 
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